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近年、新型コロナウイルス感染症や新型インフルエンザ、SARS(重症急性呼吸器症候群)等、生

命や健康及び生活環境を脅かす危機が相次いで発生している。このような市民生活に重大な被害を

生じさせる感染症等の健康危機に対して、発生を未然に防止するとともに被害を最小限に食い止め

る対策が求められている。 

 

 

第１章 計画の目的 

   

本計画は、新型インフルエンザ等の健康危機を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護す

るとともに市民生活及び経済活動に及ぼす影響が最少となるようにすることを目的とする。 

なお、本市の健康危機対策については「国立市新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき実

施する。このため、本章はその概要について述べるものとする。 

 

  



第６部 健康危機等応急対策 

第２章 市の実施体制 

- 253 - 

第２章 市の実施体制 

 

 本市では、政府対策本部長により新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われた時には、直ちに

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号、以下「特措法」という。）及び国

立市災害対策本部及び国立市健康危機管理対策本部条例に基づき国立市新型インフルエンザ等対

策本部（以下「市対策本部」という。）を設置し、新型インフルエンザ等への対策を総合的に推進す

る。 

なお、平常時には、国立市新型インフルエンザ対策庁内連絡会（以下「庁内連絡会」という。）に

おいて、全庁的な新型インフルエンザ等の対策会議を開催し、情報共有や訓練の実施など、新型イ

ンフルエンザ等への対策を推進する。海外で新型インフルエンザ等の患者の発生が確認された場合

には、健康福祉部長が関係部長によって構成される国立市新型インフルエンザ等対策会議（以下「対

策会議」という。）を設置し、情報の共有を図るとともに、市として初動対応を行う。さらに、国内

で患者が発生した場合には、緊急事態宣言が行われる前であっても必要に応じて、市対策本部に準

じた任意の国立市健康危機管理対策本部を設置する。 
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【危機管理体制概略図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立市新型インフルエンザ対策庁内連絡会 

（事務局 健康まちづくり戦略室） 

●情報共有や訓練の実施など、新型インフルエンザ等への対策を推進 

会長 健康福祉部長 

【構成員】秘書広報担当課長、防災安全課長、福祉総務課長、しょうがいしゃ支

援課長、健康まちづくり戦略室長、高齢者支援課長、保険年金課長、

保育幼児教育推進課長、子育て支援課長、ごみ減量課長、まちの振興

課長、道路交通課長、教育総務課長、教育指導支援課長 

国立市新型インフルエンザ等対策会議 

（事務局 健康まちづくり戦略室、防災安全課） 

●情報の共有を図るとともに、市の体制整備の確認、初動対応の実施 

会長 副市長 

 【構成員】全部長相当職 

国立市健康危機管理対策本部（事務局 行政管理部、健康福祉部） 

●全庁的な体制整備及び対策方針の決定 

本部長  市長 

副本部長 副市長、教育長 

本部員  全部長相当職 

国、都職員、立川消防署又はその指名する消防吏員、有識者、 

関係機関（必要に応じて参加要請） 

国立市健康危機管理対策本部の廃止 

●体制の見直しとともに第二波に備える 

未
発
生
期 

海
外
発
生
期 

国
内
発
生
早
期 

都
内
発
生
早
期 

都
内
感
染
期 

小
康
期 

緊急事態宣言 

緊急事態解除宣言 

任意の国立市健康危機管理対策本部（事務局 行政管理部、健康福祉部） 

●全庁的な初期の体制整備及び対策方針の決定 

本部長  市長 

副本部長 副市長、教育長   本部員 全部長相当職 
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第３章 発生段階に応じた主な対策 

 

 第１節 発生段階の考え方                       

 

 新型インフルエンザ等への対応は、感染の段階に応じた対応がなされる必要がある。このため、

次の通り発生段階で定める。 

なお、発生段階の移行については、東京都が必要に応じて国と協議し、東京都新型インフルエン

ザ等対策本部（以下「都対策本部」という。）（本部長：知事）が決定する。 

 

【新型インフルエンザ等の発生段階】 

政府行動計画 東京都行動計画 

国立市行動計画 
状態 

国 地方 

未発生期 未発生期 新型インフルエンザ等が発生していない状態 

海外発生期 海外発生期 海外で新型インフルエンザ等が発生した状態 

国内

発生

早期 

地域

未発

生期 

国内発生早期 

国内で患者が発生しているが、全ての患者の接触歴

を疫学調査で追える状態で、都内では患者が発生し

ていない状態 

地域

発生

早期 

都内発生早期 
都内で新型インフルエンザ等の患者が発生している

が、全ての患者の接触歴を疫学調査で追える状態 

国
内
感
染
期 

地
域
感
染
期 

都
内
感
染
期 

＜医療体制＞ 

都内で新型インフル

エンザ等の患者の接

触歴が疫学調査で追

えなくなった状態 

患者の接触歴が疫学調査で

追えなくなり、入院勧告体

制が解除された状態 

第１ステージ 

（通常の院内体制） 

第２ステージ 

（院内体制の強化） 

流行注意報発令レベル（10

人/定点）を目安とし、入院

サーベイランス等の結果か

ら入院患者が急増している

状態 

第３ステージ 

（緊急体制） 

流行警報発令レベル（30人

/定点）を目安とし、更に定

点上昇中、かつ入院サーベ

イランス等の結果から病床

がひっ迫している状態 

小康期 小康期 
新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い

水準でとどまっている状態 
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 第２節 対策の考え方                         

 

 新型インフルエンザ等の発生段階における対策の考え方は次のとおり。 

政府行動計

画 
東京都行動計画  

国立市行動計画  
対策の考え方 

国 地方 

未発生期 未発生期 

①平素から国立市行動計画等を踏まえ、関係機関

との連携、対応体制の構築、訓練の実施、人材

の育成等の事前の準備。 

②市民、事業者の共通認識を図るため、継続的な

情報提供を実施。 

海外発生期 海外発生期 

①病原性・感染力が高い場合を想定して対応。 

②積極的な情報収集。 

③都内のサーベイランス・情報収集体制を強化。 

④注意喚起、情報提供等により、区市町村、医療

機関等に準備を促す。 

⑤都内発生に備えた体制整備。 

国内

発生

早期 

地域

未発

生期 

国内発生早期 

（都内未発生） 

①流行のピークを遅らせる感染拡大防止等。 

②都民への積極的な情報提供・相談対応。 

③住民接種の早急な準備。 

地域

発生

早期 

都内発生早期 

①引き続き感染拡大防止策等の実施、緊急事態宣

言時には積極的な感染拡大防止策実施。 

②都民へ積極的な情報提供。 

③海外、国内の情報集約と医療機関への提供。 

④都内感染期への移行に備えた体制整備。 

⑤住民接種の準備及び実施。 

国
内
感
染
期 

地
域
感
染
期 

都
内
感
染
期 

＜医療体制＞  

①被害軽減策の実施。 

②積極的な情報提供。 

③医療提供体制への負

荷の軽減。 

④ 医 療 提 供 体 制 の 維

持。 

⑤ライフライン等の事

業活動の維持。 

⑥住民接種の速やかな

実施。 

⑦状況に応じた対策の

縮小・中止。 

①外来診療は原則かか

りつけ医の対応。 

②一般病床を有するすべ

ての医療機関で受入。 

③抗インフルエンザウ

イルス薬の流通在庫

把握。 

第１ステージ 

（通常の院内

体制） 

第２ステージ 

（院内体制の

強化） 

①都の要請を入院医療

機関へ周知。 

②市医師会や市薬剤師

会へ重症患者受入医

療機関への支援を要

請。 

第３ステージ 

（緊急体制） 

①医療機関へ更なる患

者の収容を要請。 

②市医師会や市薬剤師

会へ重症患者受入医

療機関への支援を要

請。 

小康期 小康期 

①第二波の流行への備え。 

②第二波の流行に備え市民へ情報提供。 

③情報収集の継続、第二波発生の早期探知。 

④第二波流行の影響を軽減する住民接種の実施。 
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 第４章 関係機関相互の情報収集と市民への広報  

 

市は、多摩立川保健所をはじめ、立川警察署、立川消防署等と連携を図り、国立市医

師会等への連絡、市民等への広報を実施する。  

 

■広報手段  

市民への広報手段としては、ホームページ、くにたちメール配信、国立市公式 SNS、

防災行政無線、広報車、広報紙等を活用した情報提供。報道機関、ジェイコム東京、

エフエム立川等への放送依頼。 

 

【関係機関の情報連絡】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都  
（ 健 康 安 全 研 究

センター含む）  
自衛隊  

立川消防署  

立川警察署  

近隣市  

連携 

連携 

連
絡
指
示 

連携 
広報 

国立市医師会  国立市歯科医師会  国立市薬剤師会  

連絡 連絡 
連絡 

健康危機の発生を認知し、すべての関係機関への連絡が

必要と判断した機関  

市民  

町会・自治会  

多摩立川保健所  

連絡 

連絡 
連絡  

 

 

国立市 
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第５章 各部の主な役割  

 

各部の主な役割は次のとおり。  

部署名 主な役割 

政策経営部 

・報道機関への対応に関すること  

・広報など情報提供、集約に関すること  

・市主催行事の自粛に関すること  

行政管理部  

・市対策本部の設置・運営に関すること  

・対策会議の設置・運営に関すること  

・国・都・他の自治体との連携に関すること  

・市職員の感染予防・服務・り患状況に関すること  

・市職員の予防接種（特定接種に限る。）の実施に関する

こと  

・火葬、埋葬の許可、整備に関すること  

・遺体安置所の設置、運用に関すること  

・公用車の使用に関すること  

健康福祉部  

・市対策本部の設置・運営に関すること  

・対策会議の設置・運営に関すること  

・庁内連絡会の運営に関すること  

・新型インフルエンザ等の発生状況の把握に関すること  

・新型インフルエンザ等の感染予防の広報に関すること  

・予防接種（特定接種、住民接種）に関すること  

・市民からの相談体制に関すること  

・市内の医療機関等及び関係機関との連絡調整に関する

こと  

・在宅の高齢者・しょうがいしゃなど要配慮者の支援に関

すること  

・感染防護服、医薬品等の確保に関すること  

子ども家庭部 

・保育園、幼稚園等における感染予防に関すること  

・保育園、幼稚園等における感染状況の把握に関すること  

・保育園等の救援措置に関すること  

生活環境部  

・ごみの排出抑制に関すること  

・ごみの収集に関すること  

・集会所等のコミュニティ施設の閉館等に関すること  

・商工関係団体等への情報提供及び連携に関すること  

都市整備部  

・公共交通機関への情報提供に関すること  

・コミュニティバスの運行中止等に関すること  

・下水道の維持に関すること  

教育部 

・市内小・中学校の感染予防に関すること  

・市内小・中学校の感染状況の把握に関すること  

・市内小・中学校の休校措置に関すること  

議会事務局  ・市議会との連絡調整に関すること  

選挙管理委員会事務局  

監査委員事務局 

会計課 

・他部署の応援に関すること  


